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新型コロナウイルス感染症発生国からの入国者に対する 

検疫対応について（流行地域の追加） 

 

 

新型コロナウイルス感染症については、「新型コロナウイルス感染症発生国からの入国者

に対する検疫対応について（流行地域の追加）」（令和２年７月 22日付け事務連絡）等によ

り、検疫対応をお願いしているところです。 

今般、「中華人民共和国で発生した新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組につい

て」（令和２年８月 28日付け国家安全保障会議決定）を踏まえ、令和２年８月 30日午前０

時（日本時間）以降に本邦に到着する航空機又は船舶について、下記のとおり対応を行うこ

ととなりましたので、御了知の上、対応に遺漏なきようお願いします。 

 

記 

 

１．別紙１の（※１）「入管法に基づく入国拒否対象地域」については、以下の通り質問票

の回収、検査、フォローアップ等を行うこと。質問票については以下のとおり取扱うこと。 

 ア）質問票は両面赤黒コピーＡ４サイズにて印刷すること。 

 イ）検疫所は、入管法に基づく入国拒否対象地域からの直行便について、印刷した質問票

を機内（船内）に事前に搭載するように依頼し、機内（船内）において、乗客の降機

（下船）前に記入するよう合わせて依頼すること。また、流行地域からの直行便が存

在しない場合、ポスター等を用いて入国者に対して、注意喚起を行い、自己申告を促

すこととする。なお、流行地域に滞在歴のある者からの自己申告があり、過去 14 日

以内に滞在していたか確認された場合は、質問票を記入させること。 

 ウ）イ）の搭載対応が難しい場合、検疫官が直接、質問票を配布、記入させ、徴集するこ

と。なお質問票を搭載できるまでの間は、検疫ブースにおいて流行地域への滞在につ

いて指さしボード等による確認を実施すること。 

 エ）イ）又はウ）で記入された質問票については、検疫ブースもしくは機内（船内）にお

いて検疫官が内容を確認のうえ、流行地域の滞在歴の有無を確認すること。その結果、



過去 14 日以内に流行地域に滞在歴がある者においては「赤い紙」を配布すること。

過去 14日以内に流行地域に滞在歴がない者においては「青い紙」を配布すること。 

 オ）「赤い紙」を配布した者については、検査を実施するとともに、必要な措置を講ずる

こと。なお、検査結果が判明するまでは検疫所長が指定した施設等に留まるように要

請すること。 

 カ）「赤い紙」を配布した者については、健康フォローアップについて「新型コロナウイ

ルス感染症に関する都道府県等と厚生労働省健康フォローアップセンターの連携に

ついて」（令和２年２月 18 日付け事務連絡、令和２年４月 10 日最終改正）に基づき

対応するとともに、「中華人民共和国で発生した新型コロナウイルス感染症に関する

政府の取組について」（令和２年３月 19日付閣議了解）と同様に検疫所長が指定した

施設等において 14 日間待機し、当該期間中に公共交通機関を使用しないことを要請

すること。 

 

 

２．別紙１の（※１）「入管法に基づく入国拒否対象地域」、（※２）「検疫強化対象地域」に

記載の国、地域から来航する航空機又は船舶に搭乗又は乗船していた者について、検疫法

第 34 条の規定に基づく政令（令和２年政令第 28 号）において準用する同法第 14 条第１

項第１号に規定する隔離又は同項第２号に規定する停留を必要なものに行うほか、検疫所

長が指定する場所において 14 日間待機し、当該期間中に国内において公共交通機関を使

用しないことを要請すること。 

 

３．２．の要請は、健康カードにより行い、以下の確認等を行うこと。 

ア）健康カードの滞在先について記載があり、質問票の滞在先と相違ないことを確認し、

右下のチェック欄に検疫官が署名を行うこと。 

イ）質問票の表面右下にある滞在先について、自宅、その他（宿泊施設等）であるかのチ

ェックを確認し、検疫所長が指定した施設等（＊１）において 14 日間待機し、当該期

間中に公共交通機関（＊２）を使用しないことを要請すること。 

また、宿泊先が決まっていない者については、宿泊施設を確保するよう促すこと。 

＊１ 公共交通機関を使用しない場合、国内に居所がある者は待機場所を自宅にするこ

とができる。また、ホテルを予約している者も同様の扱いとすることができる。 

＊２ 公共交通機関とは、不特定多数が利用する鉄道、バス、タクシー、航空機（国内

線）、旅客船等を指す。 

 

４．流行地域を過去 14 日間以内に出発して、第三国を経由して到着する者については、ポ

スターによる呼びかけ等により、自己申告を促し、滞在歴が確認できた者については、質

問票を徴収し、２．３．と同様に対応すること。 

 

５．上記の対応により、滞在歴が確認できた場合は、健康状態のフォローアップを実施する

こととなるので、対象者の質問票を検疫所業務管理室に送付すること。なお、過去 14 日

間以内に流行地域に滞在歴があり、症状を有する者を発見した場合においては、速やかに

検疫所業務管理室へ連絡すること。 

 

 

 



 

（別紙１） 

 

検疫強化に関する発生国ごとの取り扱いについて（別紙２） 

 

以上 

 

 


